
計画で推進する施策の体系

愛情と理解をもって育まれること

家庭、育ち学ぶ施設、地域等の場で自分の意見を表明すること

表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮が
なされること

仲間をつくり、仲間と集うこと

情報提供等の適切な支援を受けられること

学ぶことを通して人間的発達を目指すこと

遊ぶことを通して良好な人間関係を築くこと

文化、芸術、スポーツ及び自然に親しむこと

自分の将来を決めること

自分の幸せな未来の実現に向けて、必要な情報を得ること

安心できる居場所が確保されること

国籍、民族、言語等において少数の立場の子供が、自分の文化
等に親しみ、学び、又は表現することが尊重されること

誇りを傷つけられないこと

子どもであることを理由に不当な扱いを受けないこと

自分に関することを決めるとき、適切な支援を受けること

権利の侵害から逃れられ、権利の侵害を受けた時に支援や救済
を求めること

　子どもの権利推進計画において推進する施策の基本目標は、北広島市子どもの権利条
例が目指す目標として前文に掲げられている「子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせ
るまち」とし、条例に掲げられている権利の体系を推進計画の体系として各種施策を展
開します。
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自分が持っている能力を伸ばすための必要な支援を受けること

平和と安全な環境の下で生活すること

自分の命がかけがえのないものとして守られ、尊重されること

健康に配慮され、適切な医療が受けられること

差別、暴力、いじめ及び不当な不利益を受けないこと

危険から身が守られること

個性が認められ、人格が尊重されること

障がいのある子どもが、尊厳を保ち、自立の促進及び社会への
積極的な参加が図られること

プライバシーが守られること


